
　　
イ
ノ
シ
シ
に
よ
る
農
林
作
物
な

ど
へ
の
被
害
は
、水
稲
や
野
菜
を

中
心
と
し
て
、恒
常
的
に
発
生
し

て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、こ
の
よ
う
な
イ
ノ
シ

シ
被
害
の
対
策
と
し
て
、主
に
庄

原
市
有
害
鳥
獣
捕
獲
班
に
よ
る
捕

獲
を
行
っ
て
い
ま
す
。庄
原
市
有

害
鳥
獣
捕
獲
班
は
各
地
域
の
猟
友

会
の
中
か
ら
地
域
ご
と
に
組
織
さ

れ
、市
の
依
頼
を
受
け
て
く
く
り

わ
な
や
銃
器
な
ど
に
よ
り
有
害
鳥

獣
の
捕
獲
を
実
施
し
ま
す
。被
害

を
受
け
ら
れ
た
方
か
ら
の
依
頼
が

あ
り
次
第
、市
か
ら
各
地
域
の
捕

獲
班
へ
捕
獲
を
依
頼
し
ま
す
の
で
、

捕
獲
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、ま
ず

市
役
所（
最
寄
り
の
支
所
）へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　
く
く
り
わ
な
・
箱
わ
な
・
捕
獲
柵

な
ど
の
猟
具
で
、イ
ノ
シ
シ
を
捕

獲
す
る
に
は「
鳥
獣
の
保
護
及
び

狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」

に
よ
り
網･

わ
な
猟
免
許
の
取
得

が
必
要
で
す
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。網
・
わ
な
猟
免
許
を
取
得
さ

れ
て
い
る
人
で
自
ら
の
農
林
作
物

な
ど
を
守
る
た
め
、自
己
所
有
地

へ
く
く
り
わ
な
な
ど
の
猟
具
を
設

置
し
、イ
ノ
シ
シ
の
捕
獲
を
実
施

し
た
い
方
は
、市
へ
イ
ノ
シ
シ
の

捕
獲
許
可
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。申
請
方
法
に
つ
い
て
は
市
役

所（
最
寄
り
の
支
所
）へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、網
・
わ
な
猟
免
許
の
取
得

に
つ
い
て
、試
験
日
程
や
講
習
会

の
日
程
が
分
か
り
次
第
、別
途
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　
く
く
り
わ
な
・
箱
わ
な
・
捕
獲
柵

な
ど
の
猟
具
で
、イ
ノ
シ
シ
を
捕

獲
す
る
際
に
は
、事
故
に
十
分
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。以
前
に
は

他
の
市
町
村
で
、イ
ノ
シ
シ
捕
獲

実
施
中
に
、小
学
生
が
箱
わ
な
に

閉
じ
込
め
ら
れ
る
と
い
う
事
故
も

発
生
し
て
い
ま
す
。許
可
を
受
け

て
わ
な
を
設
置
す
る
際
に
は
、わ

な
設
置
場
所
や
設
置
標
示
な
ど
安

全
確
認
及
び
対
策
を
十
分
に
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

●
補
助
対
象
者

　
イ
ノ
シ
シ
被
害
の
防
止
の
た
め
、

平
成
18
年
度
に
有
害
鳥
獣
防
除
事

業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
方
を
対

象
と
し
ま
す
。

●
補
助
金
額

　
　
　
　
　

●
補
助
金
交
付
申
請
手
続
き

　
平
成
18
年
９
月
29
日
ま
で
に
、

印
鑑
、資
材
購
入
領
収
証
及
び
設

置
状
況
写
真
を
持
参
し
、農
林
振

興
課
及
び
各
支
所
地
域
振
興
課
の

窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。ま

た
、広
島
県
北
部
農
業
共
済
組
合

と
広
島
県
東
部
農
業
共
済
組
合
で

も
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

な
お
、申
請
用
紙
は
Ｊ
Ａ
庄
原
各

営
農
セ
ン
タ
ー
に
も
あ
り
ま
す
。

●
補
助
金
交
付

　
申
請
書
に
基
づ
き
、書
類
審
査

及
び
抽
出
に
よ
り
現
地
検
査
を
し

た
後
、指
定
の
口
座
へ
補
助
金
を

振
り
込
み
ま
す
。

●
注
意
点

　
電
気
牧
柵
・
ト
タ
ン
柵
・
ネ
ッ
ト
・

フ
ェ
ン
ス
な
ど
の
防
除
柵
の
設
置

に
つ
い
て
は
、細
心
の
注
意
を
払

い
、ガ
ー
ド
レ
ー
ル
な
ど
の
公
共

物
に
影
響
を
与
え
た
り
、他
人
の

迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

　
ま
た
、地
域
で
話
し
合
っ
て
、地

域
ぐ
る
み
で
設
置
す
る
な
ど
、よ

り
効
果
的
な
方
法
で
設
置
し
ま
し

ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ

　
農
林
振
興
課
振
興
係

鈎
０
８
２
４
―
７
３
―
１
１
３
２

近

①
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム

　
農
家
宿
泊
施
設
改
造
助
成
事
業

②
市
民
農
園
開
設
助
成
事
業

※グリーンツーリズムとは、農村地域において、その自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動の

　こと。市民農園とは、都市住民がレクリエーション目的などで、小面積の農地を利用して野菜や花などを育

　てるための農園のこと。
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新たな交流と
ビジネスを始めよう

農村の資源を活用

　
農
村
滞
在
型
余
暇
活
動
の
機

会
を
都
市
住
民
に
提
供
し
、農
業

農
村
生
活
体
験
・
交
流
事
業
な
ど

を
通
じ
、当
地
域
の
自
然
・
文
化
へ

の
理
解
を
深
め
て
も
ら
い
、新
た

な
ビ
ジ
ネ
ス
の
育
成
を
図
り
ま
す
。

●
内
　
容
…
宿
泊
施
設
の
整
備

を
す
る
た
め
の
農
家
改
造
経
費

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
者
…
積
極
的
に
都
市
住

民
を
受
け
入
れ
、農
家
宿
泊
型
交

流
事
業
を
展
開
す
る
意
欲
の
あ

る
方
。（
現
在
市
内
に
お
住
ま
い
で

な
い
方
も
対
象
と
な
り
ま
す
が
、

事
業
開
始
後
は
庄
原
市
に
住
所

が
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。）

●
実
施
場
所
…
庄
原
市
内
に
限

定
し
ま
す
。

●
補
助
金
額
…
改
造
に
か
か
る

経
費
の
４
分
の
３
以
内
で
、３
０

０
万
円
を
上
限
と
し
ま
す
。

●
採
択
件
数
…
申
請
の
あ
っ
た

中
か
ら
、審
査
に
よ
り
１
件
を
採

択
す
る
予
定
で
す
。

●
そ
の
他
の
条
件
…
改
造
終
了
後
、

半
年
以
内
に
事
業
を
開
始
で
き

る
こ
と
。ま
た
、５
年
間
は
こ
の
事

業
を
継
続
す
る
こ
と
。

　
平
成
18
年
８
月
25
日
ま
で
に

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

農
林
振
興
課
管
理
係

鈎
０
８
２
４
―
７
３
―
１
１
３
１

　

　
市
民
お
よ
び
都
市
住
民
が
、野

菜
や
花
の
身
近
な
栽
培
作
業
を

通
じ
て
、農
業
へ
の
理
解
と
地
産

地
消
に
つ
と
め
、地
域
住
民
と
の

交
流
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
を

図
り
ま
す
。

●
内
　
容
…
平
成
18
年
度
に
お

い
て
市
民
農
園
の
開
設
を
す
る

経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
者
…
市
民
農
園
を
開
設
し
、

積
極
的
に
住
民
を
受
け
入
れ
る

意
欲
の
あ
る
市
内
の
農
業
者
な
ど
。

●
実
施
場
所
…
庄
原
市
内
の
農
地
。

（
面
積
は
、お
お
む
ね
４
０
０
㎡
以

上
で
１
区
画
の
標
準
面
積
は
20
㎡
。）

●
対
象
経
費
…

①
ほ
場
の
区
画
整
備
経
費

②
手
洗
い
・
簡
易
ト
イ
レ
等
の
設

置
経
費

③
駐
車
場
の
整
備
経
費

④
農
機
具
倉
庫
等
の
設
置
経
費

⑤
共
同
休
憩
場
の
整
備
経
費

●
補
助
金
額
…
市
民
農
園
開
設

に
か
か
る
経
費
の
４
分
の
３
以

内
で
、３
０
０
万
円
を
上
限
と
し

ま
す
。

●
採
択
件
数
…
申
請
の
あ
っ
た

中
か
ら
、審
査
に
よ
り
１
件
を
採

択
す
る
予
定
で
す
。

●
そ
の
他
の
条
件
：
管
理
運
営
は
、

事
業
実
施
者
が
責
任
を
も
っ
て

行
い
、５
年
間
以
上
事
業
を
継
続

す
る
こ
と
。

　
平
成
18
年
８
月
25
日
ま
で
に

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

農
林
振
興
課
振
興
係

鈎
０
８
２
４
―
７
３
―
１
１
３
２

　

年、グリーンツーリズムをはじめとする農山村生活への

関心や自然回帰の意識が高まっています。そのため、市

では魅力ある里山を活かした都市住民との交流体験の場を提

供し、農業・農村の新たな活性化を図る、次のような取り組みを

実施します。

捕
獲
を
希
望
さ
れ
る

方
は
市
へ
連
絡
を

補助対象資材 補　助　率

電気牧柵・トタン柵
ネット・フェンス

捕獲柵

原材料費の1/2以内で1世帯当り限度額75,000円とする。

●購入に要する経費の1/2以内で１基当り100,000円
を限度とする。（同一年度で地域の場合3基まで、個人の
場合１基まで）
●捕獲柵によるイノシシの捕獲許可を受けるには、網わ
な猟狩猟免許が必要となっていますので、庄原市役所地
域振興部農林振興課振興係までご相談ください。

自
衛
捕
獲
に
は

狩
猟
免
許
が
必
要
で
す

わ
な
の
設
置
に
は

十
分
に
注
意
を

有
害
鳥
獣（
イ
ノ
シ
シ
）

防
除
事
業

イ
ノ
シ
シ
の
被
害
に

お
困
り
の
み
な
さ
ん
へ




